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〇開会・開議 

   午前１１時３０分開会・開議 

◇議長（髙橋茂樹君） ただいまの出席議員は１３名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより令和元年玉村町議会第３回臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                      ◇                   

〇日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（髙橋茂樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、玉村町議会会議規則第１２７条の規定により、６番柳沢浩一議員、７番備前

島久仁子議員の両名を指名いたします。 

                      ◇                   

〇日程第２ 会期の決定 

◇議長（髙橋茂樹君） 日程第２、会期の決定について。 

 本臨時会の会期につきましては、去る７月９日に議会運営委員会を開催し、審査をしておりますの

で、議会運営委員長の報告を求めます。 

 備前島久仁子議会運営委員長。 

              〔議会運営委員長 備前島久仁子君登壇〕 

◇議会運営委員長（備前島久仁子君） 令和元年玉村町議会第３回臨時会の報告をいたします。 

 令和元年玉村町議会第３回臨時会が開催されるに当たり、去る７月９日午前１１時より、役場４階

会議室において議会運営委員会を開催し、議事日程を作成いたしましたので、報告申し上げます。 

 詳細につきましては、お手元に配付してあるとおりでございます。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りといたします。 

 町長から提案される議案は、補正予算に関する議案１件であります。 

 本臨時会の効率的かつ円滑な議会運営ができますよう各位のご協力をお願い申し上げまして、報告

といたします。 

◇議長（髙橋茂樹君） 以上で議会運営委員長の報告を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 令和元年玉村町議会第３回臨時会の会期は、ただいま議会運営委員長より報告のありましたとおり、

本日１日限りとしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（髙橋茂樹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日限りと決定いたしました。 
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                      ◇                        

〇日程第３ 議案第４４号 令和元年度玉村町一般会計補正予算（第２号） 

◇議長（髙橋茂樹君） 日程第３、議案第４４号 令和元年度玉村町一般会計補正予算（第２号）に

ついてを議題といたします。 

これより提案理由の説明を求めます。 

町長。 

              〔町長 角田紘二君登壇〕 

◇町長（角田紘二君） 議案第４４号 令和元年度玉村町一般会計補正予算（第２号）についてご説

明申し上げます。 

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額に１，１４４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１１億

８，１１９万７，０００円とするものでございます。 

 補正内容ですが、消防費において（仮称）水防センター整備事業の工事請負費に不足が生じたため、

１，１４４万円を追加するものでございます。 

 （仮称）水防センターの建設に当たりましては、去る６月２４日に条件つき一般競争入札による公

募での入札を執行しましたが、不調に終わりました。これを受け、群馬県県土整備部建築課の施設整

備係に指導を仰ぎながら要因を調査したところ、首都圏においては東京オリンピック、県内において

もＧメッセ群馬、高崎芸術劇場や高崎側のスマートインターチェンジ周辺産業団地の工場建設など、

依然として高い建築需要が続き、労務単価、資材単価が高騰していること、また諸経費率についても

民間ベースで高騰傾向にあるということで、県において試算もしていただきましたが、不足が生じた

ということでございます。 

 なお、これらのことから、県においてもやむなく適宜設計単価の見直しを図っているということで

ございます。 

 この東京オリンピック等の影響については、（仮称）水防センターの建設時には落ちつくものと想

定し、設計単価や諸経費を厳しく見積もり過ぎたことも要因の一端でございます。ご心配をおかけし

ましたことにつきましては、この場をおかりしておわび申し上げます。 

 このようなことから、設計単価の見直しを改めて行いましたので、本補正予算において不足する建

設事業費の追加についてお願いをするものでございます。 

 また、この財源の手当といたしましては、地方債及び前年度繰越金を予定しております。 

 ご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 

◇議長（髙橋茂樹君） 提案説明が終了いたしました。 

 これより本案に対する質疑を求めます。 

 ２番新井賢次議員。 

              〔２番 新井賢次君発言〕 
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◇２番（新井賢次君） それでは、質問させていただきます。 

 ６月の２４日に入札を行ったということで、不調に終わったということですが、私実はけさ新聞を

見まして、そういうニュースが載っていました。それで、２年ぐらい前ですと、例えばいろんな各自

治体等で入札が不調に終わったというニュースをよく目にしました。こういう形のものがきょう新聞

に出て、ええっと実は驚きました。ここ何ヶ月かは、公共の工事で入札が不調に終わったというニュ

ースを私が聞いていなかったので、なぜという思いを強くしました。それも金額的には２０％以上の

差があるということで、なお一層驚いた次第です。 

 そこで、伺います。まず、今回の予算を確保するまでの過程、設計図を書いて、それが幾らかかる

と、建設費を確定するまでにどういう経緯があって、今回の設計予算ができ上がったのかということ

と、それから通常不調に終わった場合の方法として、一つは設計内容を見直すと。それは、価格も含

めて設計条件というか、規模なり仕様を見直すというのが一つあると思います。それから、もう一つ

は、業者選定基準を見直すと。要は、今回の業者さんでは予算が合わなかったわけですから、一般競

争入札の条件を見直すことはどうなのかということも考えられるかと思います。それから、もう一つ

は今回の予算の増額ということになるのだと思いますが、これについて町としてどういう見解で今回

の予算を確保してのきょうの議題になったのかということについてお伺いしたいと思います。 

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） 新井議員の質問にお答えいたします。 

 まず、今回の、今回のというのは令和元年度の予算のというふうに考えればよろしいですか。補正

のということではないですか。ちょっと休憩していただいていいですか。 

                                         

◇議長（髙橋茂樹君） 休憩します。 

   午前１１時３９分休憩 

                                         

   午前１１時３９分再開 

◇議長（髙橋茂樹君） 再開します。 

                                         

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） 当初予算を組む段階でどのように予算のほうを組んだかということであ

ります。 

 こちらにつきましては、昨年の１１月ぐらいに業者のほうに委託を前年度予算で確保しております。

そちらのほうで設計費を見ておりまして、前年度の予算で３０年度の予算で水防センターの設計の業
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務委託というのを発注しております。その段階で設計をしたということであります。それが昨年の

１０月か１１月ごろに設計のほうが上がってきているということだと思います。それをもとに３１年

度、要は令和元年度予算のほうに建設工事のほうの予算を上程させていただいて、そちらのほうで予

算を確保させていただいたというのが、今回の予算の確保の仕方であります。 

 通常ですと、当該年度に設計をして、当該年度に発注をするということですと工期が間に合わない

ということでありますので、通常前年度に設計業務の委託をして、設計書なりをつくって、翌年度に

工事を発注するというのが今までの一般的なやり方なので、そのとおりに今回も行ったということで

あります。 

 それから、設計の内容を見直す方法、それから業者の選定基準の条件を見直すという方法もあった

のではないかというようなお話ですけれども、今回不調に終わったということで、先ほど町長の答弁

にもありましたが、県の土木部のほうに調査を依頼して意見を聞いたり、当然設計した業者について

も内容はどうだったのか、誤りはなかったのかとか、もともと設計に誤りがあって、入札価格との差

が出たということもなくはないので、その辺の誤りがなかったとか、そういったことも含めて設計業

者や、それから県の土木部のほうにも調査を依頼して、再度確認をするという作業も行っております。

そういった中で、先ほど説明ありましたが、今の民間の需要と、うちのほうが当初昨年設計した内容

にかなりの乖離があったという事実が判明したということであります。 

 それから、業者選定の基準を見直す方法もあったのではないかということのご質問です。当然それ

は考えられるのかなというふうには思います。ただし、今回のそのまま設計書を変えずに、業者を変

えて、条件を見直して、再度入札をかけるというふうな選択肢もあろうかなというふうに思うのです

が、余りにも内容が、価格のほうが差があるということもありますので、今回見直しをした結果、金

額的に開きもあるということもあるので、条件も今後見直しも必要かなというふうには考えておりま

すが、その段階ではもう当然その価格では業者をそのままの見直しをしたとしてもできないだろうと

いうような判断もありましたので、今回については再度予算も確保した上で、入札の条件につきまし

ても見直しを検討しながら、再度執行していきたいというようなことで、今回提案させていただいて

いるということであります。 

◇議長（髙橋茂樹君） ２番新井賢次議員。 

              〔２番 新井賢次君発言〕 

◇２番（新井賢次君） そうしますと、まず今回の設計と、それから設計事務所が最終的には予算を

確保したと、これでできますよということは設計事務所さんがつくったということだと思うのですが、

設計当初から設計事務所を決めた時点でこういう建物をつくるよと、この規模のものだよと、そうい

うことで設計能力がある設計事務所を選んだのだと思いますが、設計事務所自体の選定はどういう形

でやったのでしょうか。 

 それから、今回こういう事態になった状況を捉えて、設計事務所は今どんなことを町に対して弁解
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というか、説明しているのでしょうか。例えば１１月に予算を組んで、それから今６カ月たって入札

を行ったと。私が聞いている範囲では、もう既に去年の１１月ですと、オリンピック景気にしても、

先ほどのＧメッセにしても、みんな発注が終わっている状況で、もうピークは終わっていると。極端

に言うと、鉄骨なんかそれからもう値段が下がっているという話も実は私聞きました。ですから、そ

の辺も踏まえて、設計者である設計事務所はどんな見解を町に説明しているのでしょうか。それを町

としてどう受けとめているのでしょうか。 

◇議長（髙橋茂樹君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） お答えいたします。 

 昨年度設計のほうの契約を行って、当初予算を組むべく設計のほうをしていただいたというわけで

すけれども、まずこの業者を選定するに当たっては、過去の実績であるとか、当町におけるさまざま

な設計業務の受注実績等を鑑みまして、指名競争入札を夏ぐらいに、ちょっと時期は失念しておりま

すけれども、指名競争入札を行った上で業者のほうは決定をしております。 

 さらにもう一点の説明であります、業者のほうが今回の件についてどのような見解、内容説明を町

のほうにされたかということでございますけれども、やはり当初は昨年度の時点では、新井議員おっ

しゃるとおり、そのあたり例えば東京オリンピックであるとかＧメッセであるとか、そのあたりの需

要による建設単価であるとか労賃とか、そういったもろもろが落ちつくと下がってくるのではないか

ということで設計のほうは組みましたということでした。ただ、今回のことがありまして、再度いろ

いろなところに、設計業者からそれぞれの専門業者のほうに見積もりをとるわけですけれども、やは

り見積もりをとり、内容のほうをその都度ヒアリングをしたところ、鉄骨工事が当初の見込みよりも

業者の見積もりが高かったと。そのほか建具であるとか、全体的に１０％程度やはり資材費も上がっ

たままだということで、どちらかというと高どまりのような状況になってしまっておりまして、今回

の要因の一つであるということでした。 

 また、諸経費率を今回予算を組むに当たっての当初の設計ではおおむね大体１５％ぐらい、経費全

体で１５％ぐらいで見ましたと。それは、今までの経験値からいって、この程度の諸経費率であれば

十分落札されるのではないかと、妥当な金額ではないかということでおったようなのですが、やはり

経費のこともいろいろな業者のほうにまたヒアリング等もし、また県のほうの見解としても、やはり

経費のほうも以前に比べたら随分上がっているということで、今回経費のほうが合計で２０％超にし

て設計のほうを組みましたと。いずれにしましても、全ての部分において労務賃、資材、また諸経費、

そういったものが見込みよりも上がったままだったというようなことで、設計業者のほうからは説明

のほうを受けております。 

 以上です。 

◇議長（髙橋茂樹君） 副町長。 
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              〔副町長 古橋 勉君発言〕 

◇副町長（古橋 勉君） ２点ほど補足させていただきたいと思います。 

 新井議員ご存じのように、建築工事は多業種、多くの職人さんだとか材料を使うということで、昨

年度、２９年度と３０年度を比べますと、建築設備工事は６％受注高がふえております。これに時期

が偏りがございまして、実は大手の５０社を国土交通省が調べたところによりますと、３０年度の４月

から６月の四半期が７．７％の減、続いて７月から９月が３．９％の減、１０月から１２月が９．３％

の減、ですから積算する時点においては受注高が全ての四半期で減っておりまして、最後の１月から

３月、この３１年の１月から３月については３７．０％、３７％、今度は逆にふえております。全体

として６％ぐらいがふえているということで、実は３０年の４月から１２月までは受注高は減ってい

て、１月から３月に一気にふえてきたということでございます。 

 特にこの３月については６６％、対前年に対してふえている。これはどういうことかなということ

で建築のほうにもちょっと確認しましたら、東京オリンピック需要が落ちついてきて、新たな、それ

まで待っていた民間の開発業者なり工場なりの人が一気に発注をし出したということで、実は民間の

工事につきましてはこの３月は対前年９１．５％増と、ほとんど倍近い仕事が出ているということで、

実はその影響をもろに受けてしまって、大変積算を間違ったというのは申しわけないのですけれども、

その前提に傾向として積算する時点においては建築の需要というのが受注高が減ってきていると。そ

ういう中で積算して、逆にこの１月から３月一気に出てきて、その影響をもろに受けてしまったのか

なというふうに設計事務所とも相談して、結果一般的な概念としてそういう状況があったということ

でございます。 

◇議長（髙橋茂樹君） ２番新井賢次議員。 

              〔２番 新井賢次君発言〕 

◇２番（新井賢次君） そうしますと、今回再度入札を行うということですが、条件つきの一般競争

入札について、その条件を今回は条件そのものというか、入札の形態について変更して、もっと多く

の業者が参加できるような形を考えているのでしょうか。ぜひそうすべきだと思いますが。 

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） 今の段階でこうしますというのはなかなか言えない段階なのですが、入

札の審査会というのがございますので、そちらのほうで諮って、最終的には決めていきたいというふ

うに考えておりますが、新井議員のおっしゃるとおり、競争性を高めるということが必要だと思いま

すので、それについても検討していきたいというふうに考えております。 

◇議長（髙橋茂樹君） ほかに質疑ありませんか。 

  ４番月田均議員。 

              〔４番 月田 均君発言〕 
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◇４番（月田 均君） 先ほど全協の資料をもらって、直接工事費が４５０万円アップ、諸経費が

６００万円アップということなのですが、ではもとの値段、金額は幾らなのが４５０万円アップした

のか、諸経費もとが幾らで６００万円アップしたのか、あとは諸経費の内容をちょっとお聞きします。 

◇議長（髙橋茂樹君） 副町長。 

              〔副町長 古橋 勉君発言〕 

◇副町長（古橋 勉君） 具体的な数字というのはこれから入札を行いますので、議案が認められれ

ばですけれども、差し控えたいなと思っておりますが、諸経費につきましては現場管理費と一般管理

費とございまして、現場管理費というのは現場でいわゆるそこで仕事をする人たちの作業場所で、昔

でいうと飯場、今はちょっと立派な小屋だとかトイレだとか、あるいは電話を置いたりだとか、工事

によって違いますけれども、そういうところが現場管理費。一般管理費は、会社全体の従業員の給与

だとか、あるいは福利厚生費だとか、そういうのを通常のレベルで見込んでいるということでござい

ます。 

◇議長（髙橋茂樹君） ４番月田均議員。 

              〔４番 月田 均君発言〕 

◇４番（月田 均君） 私が聞きたいのは、工事費を見ますと、予算のときは４，４００万円あった

のです。そのうちの直接工事費が何千万円で、諸経費が何千万円なのかなというのを聞きたい。特に

心配なのは、諸経費が上がっているということは、多分諸経費のほうが１，０００万円とかそんなも

のだと、そのくらいだと私は思うのですが、非常に高騰率がすごいなと。先ほど副町長が話したよう

に、突然仕事がふえて、２倍にもなっているということなのですけれども、その辺が影響しているの

かをお聞きしたい。 

◇議長（髙橋茂樹君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） それぞれの工事費、諸経費の比較ということでよろしいのかなと思

います。 

 当初の設計時の直接工事費は、積算額は３，４６４万円ほどでした。共通仮設費としまして８１万

円程度、現場管理費で５２万円程度でした。一般管理費としましては２７０万円程度ということで、

それらの積算を全て合算したところが、消費税の課税前が４，０００万円ということで当初の設計額

は上がってきていたわけですけれども、今回見直した金額となりますと、先ほどの直接工事費はプラ

ス４５０万円程度の３，９００万円程度、共通仮設費につきましては１２７万円程度です。現場管理

費は３７０万円と、一般管理費が６２７万円程度でした。合わせて工事価格として消費税課税前で

５，０４０万円というものが新たな設計として設計会社のほうから上げられた金額でございます。 

◇議長（髙橋茂樹君） ４番月田均議員。 

              〔４番 月田 均君発言〕 
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◇４番（月田 均君） いずれにしろ諸経費に関するアップが多いということがわかったのですけれ

ども、実はこの設計会社は高橋建築設計事務所という会社なのですけれども、見ましたら芝根小学校

の放課後児童クラブの設計もしているようなのですけれども、これもまた今回のようなことが起きる

かどうか、起きては困るのですけれども、それに関してどのように考えていますか。 

◇議長（髙橋茂樹君） 副町長。 

              〔副町長 古橋 勉君発言〕 

◇副町長（古橋 勉君） 確かにご懸念のところがございますので、しっかりと必要があれば県のほ

うにも相談しながら、積算について行いたいと思います。なお、高橋建築設計は県の設計も行ってい

る会社でございますので、相応の実力はあるのだろうなというふうに聞いております。 

◇議長（髙橋茂樹君） ほかに質疑はありませんか。 

 ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 質問いたします。 

 ちょっと最初に戻ってしまうのですけれども、この水防センターの今までの経緯をしっかりともう

一度説明していただければと思います。積算時点の前提から不調に終わるまでのこと、もうちょっと

説明をお願いいたします。 

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） では、今回の入札の経緯というのを説明させていただきます。 

 町長のほうから説明ありましたように、６月の２４日に電子入札により条件つき一般競争入札で今

回は行わせていただいたということであります。その結果、入札額が予定価格を超過していたという

ことで、今回入札の取りやめ、不調ということで処理をさせていただいたということであります。町

では、一般的に入札の執行につきましては一定の基準を当然定めて行っております。その中で今回の

ように設計金額が４，０００万円以上になるような工事につきましては、基本的に指名競争入札では

なく、一般競争入札で行うということにしております。その一般競争入札につきましても、通常一定

の条件をつけた条件つきの一般競争入札ということでやっております。今回の（仮称）水防センター

の建設工事につきましても、これまでと同様の入札基準に基づきまして、条件つきの一般競争入札で

行ったということです。 

 今回の入札の条件ということでありますけれども、幾つかありますが、３点ほど挙げさせていただ

きますと、等級の条件というのをつけておりまして、等級につきましては入札に参加できる業者の等

級を本町の有資格者名簿において、建築一式工事の等級がＡ等級またはＢ等級に格付されている業者

ということで条件をつけさせていただきました。 

 次に、２番目として地域条件として、先ほどご説明いたしましたが、入札に参加できる業者の地域



－11－ 

条件として伊勢崎土木事務所管内に本店を有する業者ということで条件をつけさせていただきました。 

 ３つ目として、実績の条件として、入札に参加できる業者の実績は、今回の入札と同種の建築一式

工事を施工し、平成２１年度以降に完成引き渡しをしたことがある元請人としての実績があるという

ような条件をつけさせていただいたということであります。 

 こういった条件をつけて入札を実施したところ、当初５社から資料の希望等がありました。その結

果、実際に入札を行ったところ、４社から応札があったということであります。そのうち結果的には

４社全てが予定価格を超過していたということであります。再度の入札を行うこともできたのですが、

最低の入札価格と、それからうちのほうの予定価格を確認したところ、かなりの差があったというこ

とで、このまま再度入札を行っても落札される可能性は低いのではないかということで、取りやめと

いうことで不調にさせていただいたというのが今回の経緯であります。 

 以上です。 

◇議長（髙橋茂樹君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） まず最初に、先ほど新井議員が聞いた、１１月に見積もりを行ったという

ことですが、建築需要が落ち込むとその時点で想定して設計をしたのか、そのときの工事単価を入れ

たのではなくて、落ちつくことを想定して単価を入れたのかどうかということが１つです。 

 それから、なぜ１１月の想定の見積もりであるのに、６月の入札なのに、その間に一度も見直しと

いうか、状況ですね、どんな状況になっているのか。想定したわけだから、想定が違う場合も考えら

れるのに、なぜそのままの価格を入札のときに持ってきたのかという疑問です。 

 それから、次が業者をできれば４社、どこであるのか教えていただきたいと思います。 

 それから、入札の価格です。４社がどのような価格を出してきたのか、教えていただければと思い

ます。とりあえずそれが第２の質問です。 

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） まず、１点目の昨年の段階で価格についてですけれども、そのときに先

ほど副町長からも説明がありましたが、相当価格的には下がっているというような状況が見えました

ので、当然それはオリンピック需要が下がってきているということもあるので、当初入札をしてもか

なり下がるだろうというような想定をしていたということであります。 

 それから、あと現地のほう、同じような規模の水防センターというのもほかでできておりまして、

そういったところを視察したりしておるというようなこともありまして、そちらでも同程度の価格で

同じようなものができているというような話も情報として入ってきておりました。ということもあり

ますので、当然そのくらいの価格ではできるだろうというのが設計業者とうちのほうの想定でありま

した。 



－12－ 

 それが、４月以降、価格が上がっているという想定をなぜできなかったのかということであります

けれども、予算を当然確保していただいてあるわけですし、業者のほうといろいろ相談しながら何と

かできるのではないかということで、うちのほうはそのまま入札に踏み切ったということであります。 

 それから、実際に応札を行った４社ということでありますけれども、これは入札公開システムのほ

うでも公開されておりますので、そちらのほうを見ていただければわかりますが、４社についてお答

えいたします。１社については田中建設株式会社玉村支店、こちらのほうが応札価格が５，３００万

円。もう一社がトーモー株式会社、こちらは５，３５０万円。もう一社が株式会社岩瀬工務店、済み

ません。ちょっと順番が間違いました。３番目が株式会社徳江工務店です。５，３８０万円。最後に

４社目が株式会社岩瀬工務店５，４５０万円。もう一社、資料の要求はあったのですが、応札に応じ

なかったというところが株式会社峰岸工業ということで、こちらについては入札書が届かなかったと

いうことで、以上が５社であります。 

◇議長（髙橋茂樹君） ８番三友美惠子議員。 

              〔８番 三友美惠子君発言〕 

◇８番（三友美惠子君） 当初予算が通っていたので、それでやりたいというのはとてもよくわかる

のですが、ちょっと検討してみなかったのは不備かなと思います。 

 それから、設計業者と見積もり業者というのが今話を聞いていると同じ業者ということで、普通大

きなところでやりますと、役場の中で見積もりをもう一回やりますけれども、設計業者だけの見積も

りで持ってくるわけです。そこら辺の考え方もちょっと聞きたいなということと、今後ね、今後こん

なことが起きてどうするのかということと、あとは４月の時点でこれだけ高騰しているのが、最初の

見積もりと違ってくるというのが、一つも情報としてなかったのか。あったのに考えなかったのか。

考えた時点で設計のやり直しとか、私たちは設計書も何も見ていないので、どんな状況の設計になっ

ているのかわからないので、見積もりが正しいかどうかも、そういう判断は今の時点ではできないの

ですが、ちょっと２０％の高騰というのは私たちには理解しがたいところがあるので、ちょっと質問

してみたのですけれども、設計の変更とか、そういうことを何も考えないで本当に入札にまでいって

しまったのかということをちょっと３回目ですけれども、また違う人に頼んでお聞きします。 

◇議長（髙橋茂樹君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） １点目の設計業者がとった見積もり以外に、町からいろいろな業者

に見積もりをとるということは考えなかったかというご質問だと思いますが、申しわけございません

が、こちら環境安全課のほうでそちらの高橋建築設計のほうに平成３０年度において設計のほうを委

託しましたので、特に我々のほうでそういった業者のほうに資材の見積もりであるとか、労賃の見積

もりであるとか、そういったものをとるというのは考えてございませんでした。 

 あともう一点、いろいろなものが高騰しているという中で、再度設計の見直しをしてということは
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考えなかったかというご質問だと思いますけれども、実際、当初４，０００万円ということで設計額

が上がってきていたわけですけれども、確かに東京オリンピック需要というのがそのころはまだ建築

資材等も高いというのは情報としては我々も認識しておりましたので、入札に当たってこの

４，０００万円という金額で何とかできるのかどうかというのは、口頭ではヒアリングをしました。

もろもろ上がっているけれども、何とかこの金額であれば落札していただけるのではないかというよ

うな、そういった回答のほうはいただいておりました。そのあたりはこちらも心配はしなかったわけ

ではないのですけれども、そういったことで入札に踏み切ったということでございます。 

◇議長（髙橋茂樹君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番備前島久仁子議員。 

              〔７番 備前島久仁子君発言〕 

◇７番（備前島久仁子君） この時期ですから、どんな災害があるかもわからないということで、水

防センターを予定しているということでありますけれども、町の財政が大変厳しいという中にあって、

この水防センターをつくるということで、およそ１，０００万円ほどのアップを考えるわけでありま

すけれども、この設計の変更、１，０００万円予想よりも高いとすれば、それ以内の当初予定したと

おりの価格でできるような設計の変更は考えなかったのか。そして、その規模を縮小した場合に内容

ですね。水防センターとしての機能が備えられるかどうかという検討もしたのかどうかという点を

１点伺います。 

 そして、もう一つは地域性のことで、伊勢崎土木事務所管内に本店を置くものということでありま

すけれども、今までそうやって玉村町は入札を続けてきたと思いますけれども、これからの時代はも

う少し広い競争というものもありまして、伊勢崎市だけではなくて前橋市、高崎市、そうしたところ

に入札をお願いする。そういうことも競争性も含めてですけれども、今後は公共施設などの工事の場

合はそうしたところの入札も検討すべきと思いますけれども、その点はどのように考えているのか、

伺います。 

 そして、もう一点は３つ目です。さまざまな今高騰があるということを伺いましたけれども、こと

しの秋の台風が予想される時期にはどうしても間に合わない。この価格１，０００万円上げるかどう

かということで今入札を今後することによって補正予算ということでありますけれども、今まで水防

センターなかったわけですね、玉村町には。それをつくるということでありますので、１年、この今

高い時期に何もやらなくてもいいではないか、１年待ったらどうだという、そういう検討はされたの

かどうか、その３つを伺います。 

◇議長（髙橋茂樹君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） それでは、私のほうからは１点目のご質問と３点目のご質問につい

てお答えをさせていただきたいと思います。 
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 まず、設計自体を見直す考えはなかったのかということなのですけれども、こちら一応水防センタ

ーの施設の内容ですけれども、大体５０人程度が入る会議室と、同じ面積８０平米の水防用の資機材

を入れた倉庫と、トイレであるとか炊事場であるとかというようなもので一応面積的には２００平米

でございます。床上浸水等を防ぐために若干５０センチほどかさ上げを考えております。そういった

建物でございますが、特にこちらに使われる資材等においても、特別高価なものであるとか、華美な

ものとかというのは考えておりませんで、必要最小限の水防センターとしての機能を保てるものとい

うことで部材のほうとかも選定をしておりますので、これを予算額に合わせて設計額を見直すという

ことになりますと、面積を小さくするであるとか、基礎の工事等をもうちょっとランクダウンさせる

のかということになりますので、そうしますとなかなか当初の目的を達成できないのかなということ

で、設計自体はそのまま、見直すということは行わず、今回の積算の見直しということで行ったとこ

ろでございます。 

 済みません。私緊張しまして、３点目の質問をちょっと失念してしまったのですけれども、済みま

せん。もう一度。 

              〔「１年……」の声あり〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） 済みません。期間の問題ですね。こちらもそういったご意見もあろ

うかと思います。ただ、こちらの資材費であるとか、労務賃であるとか、もろもろのものが１年待っ

て果たして下がるかどうかというのはなかなか見通しもつかないものです。民間需要がふえてくれば、

もちろんオリンピック関連工事は終わるでしょうけれども、その他先ほど副町長が言いましたとおり、

民間需要は伸びているということもあります。もろもろのことを考えて、なるべく早く水防センター

のほうもつくったほうが、今後もしものことを考えると、なるべく担当としては急ぎたい、町として

も急いで工事のほうを行いたいというような気持ちがありまして、今回補正予算のほうを上程させて

いただき、年度内には何とか工事のほうは終わらせたいというふうに考えております。 

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） では、私のほうは地域条件の見直し等について、今後の考え方というこ

とであります。 

 基本的に町の基準に基づいて今も行っております。発注する際の設計する金額、今回４，０００万

円程度ということでありましたので、通常の入札ですとおおむね６社程度の業者がいれば競争性が図

られるというふうにうちのほうは考えておりまして、今回の条件についても伊勢崎土木事務所管内に

それ以上の業者がおるわけですので、当然競争性は図られるというふうに想定して、そういった条件

をつけたわけであります。金額が変われば、さらに広いエリアを条件に入れていくというのも想定さ

れますが、余り低い価格でたくさんの業者、広いエリアにしても、なかなかいかがかなということも

ありますので、今のところそういった条件でやっております。 
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 ただし、今回については今の条件では落札されなかったということもありますので、今後の話にな

りますけれども、審査会等の中で再度その辺は協議させていただいて、条件は見直ししていかざるを

得ないのかなというふうには考えております。基本的には当初の考え方ではいくかなというふうには

思うのですが、そういった入札の時期の条件ですとか、そういったものも勘案しながら、適宜そうい

った条件は見直しをするとかいうことも考えていく必要があるのかなというふうには思っております。 

◇議長（髙橋茂樹君） ほかに。 

 １０番石川眞男議員。 

              〔１０番 石川眞男君発言〕 

◇１０番（石川眞男君） お尋ねしたいのは、去年の段階では受注が減ってきていると。要するにそ

れはオリンピックの建設、それからＧメッセとか、重立ったものが終わったからだと、片づいたとい

うか、山を越えたということですけれども、それでことしの３月ごろになると今度は待っていたとこ

ろの受注ということで約６６％高騰。この経済環境というのは同じなのですね。同じにもかかわらず、

そして私の情報はそんなに広くないのだけれども、建物を建てるというところは群馬県でもいろいろ

あると思うけれども、こういった入札不調になるという話はほかでは聞かない。私は知らないのです。

そういう意味において、設計業者と町との話し合いの中で、町が予算の兼ね合いがあり、これでやっ

てほしい的なところで業者に強く求めたかどうかわからないけれども、そのことによって業者が言っ

てみればそんたくしてきてしまったと。要するに先のことは読めなかったという形で来たという面は

あるのかないのか、お尋ねしたいです。 

◇議長（髙橋茂樹君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） 設計業者ともろもろ打ち合わせをしていくわけですけれども、確か

に当初の第１段階の設計では、当初のこちら現予算よりかは高いものが１度は出されました。内容を

その後見直しをし、設計業者といろいろ打ち合わせをする中で、どこまでだったら予算のほうを、予

算といいますか、積算額を削減、圧縮できるのかというところをもちろん打ち合わせをしていく中で、

こちらの金額、４，０００万円という金額が出されたわけですので、特にこちらのほうから合わせて

というようなお話を強力にしたということはございません。 

◇議長（髙橋茂樹君） １０番石川眞男議員。 

              〔１０番 石川眞男君発言〕 

◇１０番（石川眞男君） そう答えるでしょうけれども、業者とすればそう感じないという中での結

果ではないのかなと私は感じるのですけれども、その辺はいかがですか。要するに受注者と発注者の

力関係の中でも、それだけ発注者が言うのなら何とかなるのではないですかというような気持ちが働

いたのではないかと思うのですけれども、その辺はそう思いませんか。全然そんなことはないと言い

切れますか。 
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◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） 当然税金を使ってつくっているわけですので、必要なものができるだけ

節約した形でできるというのが一番町にとってはいいわけです。そういったこともありますので、今

環境安全課長が答弁しましたが、できる限り効率的に建設できる方法はどういうことかということで、

常にいつも設計する段階ではやっております。そういった形で、できないものを無理やりやらせると

いうようなことは当然ないというふうでありますので、実際に同程度の価格で同じようなものができ

ているというような情報を得た上での今回の発注だったというふうに考えておりますので、そういっ

たことを加味しながら、効率的に最低限のものでできるだけいいものができるというようなものを検

討しながら行ったというふうに思っております。 

◇議長（髙橋茂樹君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番柳沢浩一議員。 

              〔６番 柳沢浩一君発言〕 

◇６番（柳沢浩一君） 私も記憶を思い起こしてみれば、たしかこの仕事が、この議案がこういう形

で出るということになったその原点は、芝根地区の区長さんの皆さんが連名で、農協としては既に用

途を終えたあの芝根支店を芝根地域のために有効に使ってくれないかと、そこからそもそもこの話、

この仕事が出たというふうに思うのです。かつて芝根地区では、大変な昭和２２年ですか、カスリー

ン台風で大きな水害を受けた。そうしたことから、何とか水害の防止等に、あるいは水害のいざ大雨

が降ったときに何か一助にできないかということから、水防センターという構想が始まったと思うの

です。ですから、芝根の区長さんは７人ですか、９人もいるそうですから、つまり芝根地区の町民の

皆さんが７，０００人だか８，０００人だか、私実は明確には知らないのだけれども、その９人の区

長さんはそこを代表する究極の民意だというふうに思うのです。ですから、その辺をしっかり受けと

めるべきだと。 

 我々議会は、チェック機能を果たすのが仕事ですから、皆さん立派なご意見を申し上げて、しっか

りとチェックをされたというふうに思うのですが、私はもちろんそういった意味で、そうした皆さん

の意見も大事にしつつ、民意である区長さん連名のその思いというものをどう受けとめているか。 

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） 水防センターにつきましては、区長からの要望で建設するということで

進めてきております。ということもありますので、町とすればできるだけそういった方々のご意見に

お応えするというふうにしていくということだと思います。それには、できるだけ早く建設して、町

民の皆様に安心していただけるような、そういったものをしっかりつくっていかなくてはならないと

いうふうに思っております。 
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◇議長（髙橋茂樹君） ほかに質疑ありませんか。 

 １１番宇津木治宣議員。 

              〔１１番 宇津木治宣君発言〕 

◇１１番（宇津木治宣君） 何点かお尋ねをいたします。 

 まず、水防センターの早期の完成は、これは町民の願いでもありますので、あるということが前提

でお聞きしたいのですが、芝根地区の皆さんから、水防センターが水没するようなところでいいのか

と。だから、この際入札が不調だったのであれば、もっとかさ上げをするというふうな予算をつけて

も、そういうことを検討するのは一理あるのではないかと。多分町民説明会の後でも、そういう意見

が多数出されたと聞いていますので、その辺は検討の余地があるのではないかと思います。 

 それから、当初予算の４，４００万円が少なかったと、見積もりが厳しかったということですか。

いわゆる今進めている公契約条例、やっぱり末端の労働者のいろんなそういう仕組みを含めた公契約

条例を制定した上での今後の契約の方向もやっぱり検討すべきではないかと思います。 

 もう一点、全員協議会での説明では、水防センター（仮称）建設費の見直しによる増加ということ

で、直接工事費が４５０万円、それで諸経費が６００万円の増額と、合わせて１，０５０万円の増額

の補正予算になったわけですけれども、私もゼネコン相手の仕事をしていましたから、要するに諸経

費というのは例えば４，４００万円のうちの直接工事費と諸経費の内訳、パーセンテージ、その内訳

をまた改めて数字を聞きたいと思います。 

 それで、私のちょっと直感では、諸経費が多くても２０％、３０％で、諸経費が６００万円になる

ということは、どう見ても倍額になってしまうのかなというので、幾ら見積もりが厳し目だといって

も、これ計算が合わないと思うのですが、いかがでしょうか。 

◇議長（髙橋茂樹君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） それでは、私のほうから１点目、こちらの水防センターのさらなる

充実ということで、今現在のかさ上げよりもさらにかさ上げをしてはどうでしょうかということ。よ

り充実させるものにしたほうがいいのではないかというご質問だと思います。 

 こちらに関しまして、当初水防センターを検討していくに当たって、やはりカスリーン台風のとき

に水が大分来たという部分の場所ですので、通常の建物よりもやはりそのあたりは考慮して、建設し

ていったほうがよろしいだろうということで、今現在通常のレベルから５０センチ上げております。

ただ、あちらに関しては避難所的な意味合いは当初から持たせるということは考えになく、もしも水

が床上、さらにその上という形になりましたら、そちらはそこまでに至るまでに例えば機材であると

か、土のうをつくって皆様にお配りするとかという、そういった趣旨のもと機能させていきたいなと

いうふうに考えておりましたので、特に今回このような形で補正予算をお願いするに当たっては、建

物自体の設計のほうは一切見直しをしているということはございません。そちらについてはご理解い
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ただきたいなというふうに思います。 

 また、経費率に関しまして、まず当初の設計のときの経費率ですけれども、共通仮設費は直接工事

費、全ての積み上げの工事に係るものですけれども、それの２．３５％という数字を設計会社のほう

では考えておりました。今回補正予算を組むに当たっての見直しでは、そういった現状に合わせて

３．２６％で共通仮設費のほうは算定をし直しております。そして、現場管理比率ですけれども、当

初は純工事費、直接工事費と共通仮設費を合算したものに対して掛けるものですけれども、現場管理

比率は当初５．２２％というものであったのが、現状の社会情勢等鑑みまして９．１６％に訂正をし

ております。そして、最後一般管理費ですけれども、こちらは直接工事費に共通仮設費と、あと現場

管理費を合算したものに対して掛けるものですけれども、そちらのほうが当初は７．２１％程度とい

うものを想定しておりましたが、今回こちらがほぼ倍の１４．２１％程度ということで、当初は諸経

費率は１４．８％程度で設計会社は計算しておりましたけれども、それが２６．７％程度に今回の新

たな積算では上昇しているということでございます。 

 以上です。 

◇議長（髙橋茂樹君） 総務課長。 

              〔総務課長 石関清貴君発言〕 

◇総務課長（石関清貴君） では、私のほうからは公契約条例のことについてお答えいたします。 

 宇津木議員おっしゃるとおり、現状の状況とうちのほうで積算した設計の金額がやっぱり今回一致

していなかったということが大きな要因かなというように思います。それというのも、やはり実態が

かなり今の状況がそういった高騰しているということでありますので、価格を安くすれば、当然業者

のほうは下請業者にそれを強いるわけですので、下請業者のほうが厳しい状況になってしまうという

ことがありますので、そういったことを防ぐためにも公契約条例は必要だということかなというふう

に思います。でありますので、今回についてはそういったことを防ぐためにも適正な価格で入札を行

うというのが必要かなというふうに思っております。 

 公契約条例につきましても、宇津木議員のほうから何度も一般質問等でご質問いただいているのは

承知しておりますので、今後も近隣町村等の状況を見ながら研究してまいりたいというふうに考えて

おります。 

◇議長（髙橋茂樹君） １１番宇津木治宣議員。 

              〔１１番 宇津木治宣君発言〕 

◇１１番（宇津木治宣君） かさ上げについては入札が不調だったわけですから、仕切り直しという

ことができるので、この際研究をなさったらどうかというふうに提言をしておきます。 

 また、公契約条例については先ほどの説明のとおりでよろしくお願いします。 

 先ほどの経費の件なのですけれども、最初の質問のときは直接工事費が３，４６４万で、８１万円、

５２万円、２７０万円と、この３つが諸経費だということで、そうするとこれに６００万円足すとい
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うことは、倍か１．８倍とか７倍とか、幾ら間違うにしても限度がある。そう思いませんか。本体工

事の４５０万円の掛け率の見直しは、まあ、わからないこともないけれども、全体のパーセンテージ

の中の諸経費が６００万円も足さなければならないということは、いかに当初の見積もりがずさんだ

ったかということにつながりませんか。 

◇議長（髙橋茂樹君） 環境安全課長。 

              〔環境安全課長 髙柳 功君発言〕 

◇環境安全課長（髙柳 功君） 確かに今回経費に係る金額が物すごく当初の金額を上回っていると

いうことがございます。こちらも設計業者のほうとも打ち合わせの中で、ここまでということがなぜ

発生したのかということでいろいろ議論のほうをしました。 

 前年度の設計時は、民間が当時、当時というのですか、通常工事のほうを発注するときにもろもろ

見る経費、そういったものをある程度ベースにしながら、今までの実績からいけば経費率として全体

で１５％ぐらいであれば、こちら同種の工事もそのような形で設計をし、契約のほうも至っていると

いうようなことで業者のほうは考えていたということです。ただ、やはり今までの回答、答弁の中で

もありますとおり、とにかく民間その他とにかく社会的にこういった経費率では今現在はなかなか難

しいという状況になっているということで、県のほうからもそのようなお話をされました。というこ

とで、業者のほうでもう一度ある程度刊行物というものが出ていて、公共工事においてはこういった

工事のときには何％の仮設比率とかというものが公表されているわけですけれども、今まではある程

度実績ベースで算定をしたのですけれども、今回このような多額の差が出たということは、原因を追

及していくと、やはりちょっと経費のほうも物すごく今までとは違って高騰のほうをしていると。刊

行物をある程度ベースにしたもので算定したほうが、間違いのない設計ができるのかなということが

ありまして、業者のほうで合計で２６．７％程度の経費率を見込んだという、そういったことでござ

います。 

◇議長（髙橋茂樹君） １１番宇津木治宣議員。 

              〔１１番 宇津木治宣君発言〕 

◇１１番（宇津木治宣君） 最後の質問になるのですけれども、いわゆる経費率というのは、私もゼ

ネコン相手の営業マンでありましたから、大体いろんな工事を経験していますけれども、パーセンテ

ージ何％とかというので、一般諸経費とか何とかで計上するのですけれども、諸経費というのは二、

三割です。それが６００万円足されるということは、ちょっと計算上合わないというか、計算をどう

いうふうにしたのか、全く根拠がわからない。 

 副町長に聞きたいのですけれども、県土整備部にいらっしゃったので、いろんなそういう業者の設

計とか、工事発注とか何かも薄々感じてはおられると思うのですけれども、経費率が全然、倍でもな

いけれども、１．８倍ぐらいになるのですか、この割合だと。そんないいかげんな積算で発注をした

ら、今回はふやすのだからいいですけれども、払い過ぎるということもあるではないですか。だから、
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そういうのはもうちょっとしっかりした計算上のつじつまというか、を考えていただかないと、議会

としてのチェック機能も果たせないなというふうに懸念をするのですけれども、いかがでしょうか。 

◇議長（髙橋茂樹君） 副町長。 

              〔副町長 古橋 勉君発言〕 

◇副町長（古橋 勉君） 一般的なお話でお答えしたいと思います。 

 官公庁が発注する諸経費率につきましては、各建設会社に調査表を渡しまして、直接の人件費のほ

かにどういう経費がかかったとかということをアンケート調査を行っております。それを集めまして

統計処理をして、これぐらいの工事はこれぐらいの諸経費率だとか、あるいは一般管理費はこれぐら

いだとか、平均的な数値を出して、それが先ほど髙柳課長が申し上げた刊行物ということでございま

す。一方、建築工事の民間工事が大体９割ぐらいございまして、民間工事の場合は需要と供給の関係

もございまして、その中で特に官公庁の発注はいろいろな写真だとか書類だとか提出させますけれど

も、民間の場合はそういうのが省けたりしておりますので、その辺で落とせる。髙柳課長が申し上げ

たのは、そういう民間では結構落としてできるというような情報もあって、それで官公庁発注並みも

できるのではないかということで積算した結果がこういうことになったということでございます。一

般に官公庁の発注は、先ほど繰り返しになりますが、各建設会社さんに調査表を出していただいて、

それを統計処理して決めているというふうなのでございます。 

◇議長（髙橋茂樹君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（髙橋茂樹君） 質疑終了と認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（髙橋茂樹君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する討論を求めます。 

              〔「なし」の声あり〕 

◇議長（髙橋茂樹君） 討論なしと認めることにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（髙橋茂樹君） ご異議なしと認めます。 

 次に、本案に対する表決を行います。 

 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

              〔「異議あり」の声あり〕 

◇議長（髙橋茂樹君） 異議がありますので、起立により表決を行います。 

 本案に賛成の議員の起立を求めます。 

              〔賛成者起立〕 

◇議長（髙橋茂樹君） 起立多数であります。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                      ◇                        

〇字句等整理委任について 

◇議長（髙橋茂樹君） お諮りいたします。 

 玉村町議会会議規則第４５条の規定に基づき、本会議の議決の結果、その条項、字句、数字、その

他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（髙橋茂樹君） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。 

                      ◇                        

〇閉  会 

◇議長（髙橋茂樹君） 以上をもちまして、本臨時議会に上程されました議案の審議は全て終了いた

しました。慎重審議いただき、まことにありがとうございました。 

これをもちまして令和元年玉村町議会第３回臨時会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

   午後０時４２分閉会 


